
『十
三
問
答
抄
』
管
見

大

平

宏

龍

一
、
問
題
の
所
在

日
隆
聖
人

（
一
三
八
五
～

一
四
六
四
、
以
下
、
隆
師
）
の
著
に
か
か
る

『十
三
問
答
抄
』
（以
下
、
本
抄
）
は
、
周
知
の
如
く
真
蹟
本

が
現
存
し
、
同
じ
く
隆
師
著

『
四
帖
抄
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
故
に
、
現
存
真
蹟
本
の

『
四
帖
抄
』
よ
り
先
に
成
立
し
た
こ
と
は
既
に

指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
成
立
の
事
情
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
本
抄
は
伝
え
ら
れ
る
所
で
は
、
本
果
院
日
朝
師

（
一
三
九

二
～

一
四
六
六
）
が
永
享
七
年

（
一
四
二
五
）
に
隆
師
を
訪
ね
、
そ
の
後
に
教
学
に
関
す
る
質
問
を
し
た
、
そ
の
回
答
書
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
証
明
す
る
直
接
の
証
拠
は
、
本
抄
に
も
他
の
文
献
に
も
未
だ
見
出
さ
れ
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
又
、

こ
の
伝
承
に
対
す
る
明
確
な
反
証
も
見
ら
れ
な
い
故
に
、
今
日
で
は

一
往
伝
承
を
認
め
る
形
で
本
抄
の
成
立
が
考
え
ら
れ
て
い
る
と
言

えヽ
■
Ｔ
り
。

そ
こ
で
、
本
抄
に
つ
い
て
は
内
容
上
か
ら
本
抄
の
特
色
を
検
討
し
、
他
の
著
述
と
の
関
連
を
考
え
る
こ
と
が
、
特
に
必
要
な
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
隆
師
の
著
述
中
に
お
け
る
本
抄
の
位
置
を
、
よ
り
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
、
延
い
て
は
成
立
の

事
情
に
つ
い
て
も
、
従
来
よ
り
少
し
は
議
論
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

桂
林
学
業
　
第
十
九
号
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二
、
書
誌
的
事
情

本
抄
は
隆
師
の
真
蹟
本
が
尼
崎
市
本
興
寺
に
現
存
し
、
巻
数
は
上
下
三
巻
で
あ
る
。
但
し
、
例
せ
ば
上
巻
の
冒
頭
は
真
蹟
で

拾
参
間
杏
抄
一面
内

と
な

っ
て
い
る
。
現
存
の
形
態
は
巻
子
本
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
後
述
の
よ
う
に
、
当
初
か
ら
そ
の
よ
う
な
形
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
上
巻
の
法
量
は
二
六
。○
×

一
、
五
五
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
な

っ
て
い
る
。
名
称
は

「十
三
間
答
抄
」
で
あ
る
が
、
前
掲
の

如
く

「拾
参
問
答
抄
」
と
も
表
記
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
、
ど
ち
ら
も
隆
師
の
筆
に
よ
る
所
で
あ
る
。
但
し

「答
」
は

「答
」
の
書
体
と

な
っ
て
い
る
。
本
抄
の
題
号
に
つ
い
て
は
、
異
称
・
略
称
は
知
ら
れ
て
お
ら
ず

『四
帖
抄
』
『五
帖
抄
』
の
所
引
も

「十
三
間
答
抄
′］
で

あ
る
。

本
抄
に
あ

つ
て
注
目
す
べ
き
こ
と
の
第

一
は
、
奥
書
に
署
名

・
花
押
の
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は

『
四
帖
抄
』
第

一
巻

奥
書
以
外
に
は
見
ら
れ
な
い
所
で
、
あ
る
い
は
隆
師
の
格
別
の
思
い
の
現
れ
か
も
し
れ
な
い
。

即
ち
上
巻
の
奥
書
は

十
三
間
答
抄
上
　
日
隆
花
押

摂
州
尼
崎
本
興
寺
常
住

と
あ
り
、
下
巻
に
も

拾
参
間
答
抄
一誦
内
　
日
隆
花
押

本
興
寺
常
住

と
あ
る
。
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本
抄
は
既
に
株
橋
諦
秀

（日
涌
）
先
生
が
考
証
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
現
存
す
る
隆
師
の
著
述
の
中
で
は
比
較
的
早
期
の
も
の
と
思

わ
れ
る
。
本
抄
の
筆
蹟
に
は
晩
年
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
書
痙
の
跡
は
、
殆
ど
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
或
は
本
抄
が
、
尼
崎
本
興

寺
で
著
さ
れ
た
本
格
的
著
述
の
最
初
の
も
の
か
と
思
わ
れ
も
す
る
が
、
無
論
確
証
は
な
い
。

し
か
し
、
幸
い
に
真
蹟
本
が
現
存
す
る
故
に
気
づ
か
れ
る
こ
と
と
し
て
、
注
目
す
べ
き
第
二
点
は
、
推
敲
の
跡
が
非
常
に
多
く
の
箇

所
で
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
事
は
従
来
全
く
指
摘
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
よ
う
で
あ
る
。

隆
師
の
推
敲
の
実
例
は
、
こ
れ
ま
で
公
刊
さ
れ
た
こ
と
が
な
か

っ
た
が
、
現
在
は

『法
華
天
台
両
宗
勝
劣
抄
』
の
原
文
に
つ
い
て
、

そ
の
有
り
様
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
然
し
、
本
抄
の
場
合
は

『
四
帖
抄
』
よ
り
邊
か
に
多
く
の
推
敲
の
跡
が
あ
り
、
字
句
の
訂
正
は

も
と
よ
り
、
数
行
に
亘
っ
て
の
削
除
も
あ
る
。
削
除
は
多
く
棒
線
を
引
い
て
の
見
消
で
あ
る
が
、
何
度
も
筆
で
消
し
た
例
も
あ
る
。
本

抄
で
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
文
章
の
途
中
で
料
紙
を
切
断
し
、
新
た
に
別
紙
に
続
き
の
文
章
を
書
き
、
前
の
箇
所
に
貼
り
継
ぐ
所

も
多
い
。
隆
師
は
補
訂
の
場
合
の
み
な
ら
ず
、
紙
を
貼
り
継
ぐ
時
、
例
せ
ば
継
ぐ
側
の
最
初
の

一
行
の
始
ま
り
が

「土
」
で
あ
る
場
合
、

両
紙
の
貼
り
合
せ
部
分
の
下
部
の
両
方
に

「土
」
と
書
く
等
、
誤
り
な
く
両
紙
が
続
く
よ
う
配
慮
が
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
例
は
非
常
に

多
く
、
「本
門
」
で
終
わ
る
場
合
に

「も
ん
」
と
記
し
、
昼
小情
」
の

「情
」
に

「ナ
サ
ケ
」
と
振
仮
名
を
し
て
終
わ
る
所
は

「ナ
サ
」

と
書
く
な
ど
、
様
々
な
書
き
方
が
み
ら
れ
、
現
存
真
蹟
本
に
つ
い
て
言
え
ば
、
管
見
に
於
て
上
帖
で
四

一
箇
所
、
下
帖
で
三
〇
箇
所
の

多
き
を
数
え
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
片
方
の
み
符
号
の
み
ら
れ
る
所
も
あ
り
、
何
か
の
理
由
で
切
り
捨
て
ら
れ
た
所
も
あ
ろ
う
か
ら
、

こ
れ
は
非
常
に
多
い
と
言
え
よ
う
。
こ
の
符
号
は
無
論
隆
師
の
筆
蹟
と
み
ら
れ
る
故
に
、
隆
師
の
意
図
と
し
て
料
紙
が
継
が
れ
た
も
の

で
あ
り
、
従

っ
て
本
抄
は
隆
師
自
身

「
二
帖
」
と
記
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
当
初
よ
り
巻
子
本
の
形
態
で
は
な
か

っ
た
か
と
推
定

す
る
も
の
で
あ
るｔ
。

次
に
唯

一
の
刊
本
で
あ
る

『
日
蓮
宗
宗
学
全
書
』
本
で
は
、
十
三
の
間
の
そ
れ
ぞ
れ
に

「第

一
」
等
と
序
数
を
付
し
て
あ
る
が
、
真

『
十
二
閂
答
抄
』
サ
几
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蹟
本
で
は
数
字
が
み
ら
れ
ぬ
場
合
も
あ
る
。
こ
れ
は
顕
師
代
の
修
復
時
に
切
ら
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
又
、
数
字
が
付
さ
れ
て

い
る
場
合
で
も

「第
」
は
な
い
。
真
蹟
本
で
数
字
の
記
載
が
あ
る
の
は
、
上
帖
で
は
二
、
三
、
四
、
五
、
六
、
七
、
八
で
あ
り
、
下
帖

で
は
九
、
十

一
で
あ
る
。
こ
の
数
字
も
真
蹟
と
み
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
真
蹟
本
の
有
り
様
は
、
清
書
本
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
草
稿
本
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
程
で
あ
る
が
、
隆
師
が
題
号

を
丁
寧
に
記
し
、
前
述
の
如
く
各
帖
の
終
り
に
署
名

。
花
押
が
あ
る
の
を
み
る
と
、
こ
の
状
態
の
ま
ま
に
定
稿
と
し
本
興
寺
の
常
住
物

と
す
べ
き
意
志
を
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
、
も
し
本
抄
が
本
果
朝
師
の
質
問
に
答
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
制
作
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、本
抄
を
更
に
清
書
し
て
送

っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
送
り
状
の
如
き
も
の
の
存
在
が
予
想
さ
れ
る
が
、
管
見
に
於
て
そ
の
存
在
は
知
ら
れ
て
い
な
い

し
記
録
に
も
な
い
よ
う
で
あ
る
。
も
し
清
書
本
を
送

っ
た
と
し
て
も
、
現
存
真
蹟
本
が

「本
興
寺
常
住
」
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た

の
は
、
質
問
者
の
存
否
は
別
と
し
て
、
本
抄
の
内
容
が
隆
師
教
学
に
と

つ
て
重
要
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
故
で
あ
る
こ
と
に
は
誰
し
も

異
存
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
本
抄
を
め
ぐ
る
問
題
の
中
で
、
実
は
こ
の
点
が
最
も
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

従
来
、
隆
師
の
著
作
の
中
で

「十
三
間
答
抄
」
が
注
目
さ
れ
て
き
た
こ
と
の
理
由
の

一
は
、
本
抄
下
巻
の
末
尾
の
か
な
り
の
部
分
が
、

本
門
円
戒
に
関
す
る
記
述
と
な

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
後
に

『本
門
戒
体
見
聞
』
の
著
述
と
な
り
、
更
に

『弘
経
抄
』
の
神

力
品
釈
の

一
部
と
な

っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
別
稿
で
明
ら
か
に
し
た
が
、
興
味
深
い
こ
と
は
本
抄
最
末
尾
に
本
門
円
戒
を
論
ず
る

上
で
の
更
な
る
論
点
十
箇
条
が
、
質
問
の
文
の
み
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
部
分
は
、
そ
れ
よ
り
前
の
文
章
の
終
り
と
は
三
行
ほ
ど
の

空
間
を
経
て
別
紙
が
継
が
れ
、
そ
の
上
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
し
か
も
最
初
の
二
行
と
あ
と
の
八
行
の

「尋
」
の
字
の
書
体
が
異

っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
第
二
行
日
と
第
二
行
日
の
間
に
時
間
的
隔
た
り
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
本
抄
全

体
が
質
問
に
対
す
る
回
答
で
あ
る
と
す
る
と
、
ン）
の
末
尾
の
十
箇
条
は
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
十
箇
条
が
当
初
か
ら
あ

つ
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た
と
す
れ
ば
、
朝
師

へ
の
回
答
書
に
は
十
箇
条
は
書
写
さ
れ
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
質
問
の
内
容
を
隆
師
自
か
ら
深
め

て
み
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
又
十
箇
条
が
、
後
か
ら
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
当
初
は
最
初
の
二
行
が
考
え
ら
れ
、
更

に
後
の
八
行
が
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
に
は
、　
一
応
質
問
に
対
す
る
回
答
を
ま
と
め
た
上
で
、
本
抄
を
定
稿
と
す

る
時
に
、
十
箇
条
を
加
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
、
こ
の
十
箇
条
に
つ
い
て
の
隆
師
の
答
え
は
後
の

『本
門
戒
体
見
聞
』

に
お
い
て
示
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。

い
っ
た
い
に
、
隆
師
の
著
述
は
推
敲
の
跡
が
残
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
が
、
本
抄
の
如
き
は
分
量
の
割
に
添
削
の
部
分
が
多
く
、

本
抄
作
成
に
つ
い
て
の
隆
師
の
苦
心
が
窺
わ
れ
る
と
共
に
、
再
度
清
書
す
る
時
間
的
余
裕
が
な
か
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
恐
ら
く

次
の
著
述
が
念
頭
に
あ

っ
た
為
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
加
え
て
、
隆
師
の
著
述
を
助
け
る
直
弟
子
が
ま
だ
育

っ
て
い
な
か

っ
た
為
で
も
あ

ろ
う
か
。
『弘
経
抄
』
は
桁
は
ず
れ
の
多
量
で
は
あ
る
が
、
隆
師
の
真
蹟
に
ま
じ
る
複
数
の
他
筆
が
、
『弘
経
抄
』
述
作
時
の
隆
師
の
周

辺
を
も
想
像
さ
せ
て
く
れ
る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

三
、
成
立
の
資
料

本
抄
成
立
の
為
に
引
用
さ
れ
た
宗
祖
遺
文
を

『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
に
よ

っ
て
列
挙
す
る
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
但
し

名
称
は
定
遺
に
拠
り
、
適
宜

（　
）
を
付
し
て
異
称
を
記
し
た
。

（定
遣
番
号
）

（名
称
）

一
〇
　
　
一
代
聖
教
大
意

一
〓
一　
　
十
法
界
明
因
果
抄

『十
二
閂
答
抄
』
管
几
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一
≡
一　
　
唱
法
華
題
目
抄

二
四
　
　
立
正
安
国
論

四

一　
　
薬
王
品
得
意
抄

四
四
　
　
法
華
題
目
抄

七
三
　
　
金
吾
殿
御
返
事

八

一　
　
十
章
抄

九
〇
　
　
土
籠
御
書

九
八
　
　
開
目
抄

王
ハ
　
　
法
華
宗
内
証
仏
法
血
脈

一
八
　
　
観
心
本
尊
抄

二
四
　
　
如
説
修
行
抄

三
四
　
　
当
体
義
抄

三
七
　
　
呵
責
謗
法
滅
罪
抄

四

一　
　
授
職
灌
頂
口
伝
抄

四
五
　
　
法
華
取
要
抄

五
六
　
　
顕
立
正
意
抄

五
八
　
　
立
正
観
抄

六
四
　
　
新
尼
御
前
御
返
事
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七
〇
　
　
曽
谷
入
道
殿
許
御
書

（大
田
抄
）

七
五
　
　
法
蓮
抄

〓
≡
一　
　
報
恩
抄

一四
二
　
　
四
信
五
品
抄

一
四
七
　
　
下
山
御
消
息

二
九
四
　
　
富
木
入
道
殿
御
返
事

（治
病
抄
）

三

一
〇
　
　
一昌
木
入
道
殿
御
返
事

（稟
権
抄
）

三
三
九
　
　
曽
谷
殿
御
返
事

（焼
米
抄
）

二
五
八
　
　
本
門
戒
体
抄

続
四
四
　
　
法
華
本
門
宗
要
抄

以
上
、
管
見
で
は
三
十
篇
を
数
え
ら
れ
る
。
こ
の
中
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
一一一一口う
迄
も
な
く

『授
職
灌
頂
口
伝
抄
』
『法
華
本
門
宗
要
抄
』

を
謀
書
と
断
定
し
て
い
る
こ
と
で
、
他
の
著
述
に
も
見
ら
れ
る
所
で
あ
る
。
然
し
本
抄
に
於
て
特
に
注
目
す
べ
き
は

「第
二
述
門
妙
法

五
字
顕
耶
事
」
の
中
と

「第
八
序
品
首
題
之
事
」
の
所
で
、
『
下
山
御
消
息
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
『
下
山
御

消
息
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
管
見
に
於
て
は
本
抄
と

『弘
経
抄
』
冒
不
要
集
』
『玄
文
止
諸
御
抄
出
処
』
で
あ
る
が
、
『私
新
抄
』

に
は
引
か
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
隆
師
文
献
の
う
ち
で
は
本
抄
に
初
出
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
し
本
抄
が
本
果
朝

師
の
質
問
と
関
係
あ
り
と
す
れ
ば
、
光
長
寺
に
は
日
法
師
所
写
の
二
本
が
伝
来
す
る
こ
と
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
、

周
知
の
如
く
本
抄
に
は
隆
師
が
宗
祖
遺
文
の
拝
見
し
難
い
こ
と
を
嘆
い
て

高
祖
師

一
期
在
生
ノ
諸
御
抄
在
在
所
所
寺
寺
院
院
二有
レ
之
通
レ
之
秘
レ
之
悉
不
レ
及
二拝
見
・

『十
二
閂
答
抄
』
管
危
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等
と
あ
る
の
は

「第
三
四
重
三
種
法
華
事
」
の
箇
所
で
は
あ
る
が
、
も
し
朝
師
か
ら
初
め
て

『
下
山
抄
』
を
示
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
内

に
あ
る
語
句
に
つ
い
て
質
問
を
さ
れ
た
と
す
る
と
、
他
の
著
述
で
な
く
本
抄
に
こ
の
文
の
あ
る
こ
と
が
、
自
然
な
よ
う
に
も
思
え
る
の

で
あ
る
。
然
し
こ
れ
も
仮
定
の
上
の
想
像
で
言
う
の
で
、
確
実
な
証
拠
は
な
い
。

次
に
宗
祖
遺
文
以
外
で
引
用
さ
れ
る
文
献
と
し
て
は
、
天
台
三
大
部
本
末
は
当
然
と
し
て
、
各
テ
ー

マ
毎
に
関
連
す
る
所
が
引
か
れ

る
が
、
殊
更
注
目
す
べ
き
も
の
は
な
い
よ
う
で
、
「第

一
在
世
下
種
事
」
で
援
用
さ
れ
る

「三
百
帖
涌
出
品
ノ
下
ノ
本
帖
見
聞
」
及
び

「第

三
四
重
三
種
法
華
事
」
で
所
破
と
さ
れ
て
い
る

「天
台
慧
心
流
二
八
帖
口
伝
抄
」
が
具
体
的
に
は
注
意
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
隆
師
の
他

の
著
述
に
も
引
か
れ
る
所
で
あ
る
。

次
に
本
抄
成
立
の
事
情
に
も
関
係
す
る
か
と
み
ら
れ
て
い
る
藻
原
日
護
批
判
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
も
後
述
の
如
く

『弘
経
抄
』
に
も

批
判
が
あ
る
が
、
本
抄
が
初
出
の
よ
う
で
あ
り
、
し
か
も
何
度
も
名
を
挙
げ
て
の
批
判
は
他
に
見
ら
れ
ぬ
所
で
あ
る
。

四
、
本
抄
成
立
に
関
し
て

前
に
ふ
れ
た
如
く
株
橋
日
涌
先
生
は
本
抄
の
成
立
に
関
し
て
伝
承
を
認
め

本
抄
が

一
種
の
構
想
を
以
て
執
筆
さ
れ
た
著
述
で
は
な
く
質
問
状
に
対
す
る
答
釈
筆
で
あ
る
こ
と
は
、
本
抄
中
処
々
候
文
に
な

っ

て
い
る
こ
と
と
、
記
述
の
前
後
に
統

一
性
の
な
い
こ
と
で
首
肯
さ
れ
る
。
ま
た
朝
師
の
質
疑
に
対
す
る
応
答
で
あ
る
こ
と
は
、
東

国
法
華
た
る
上
総
国
藻
原
日
護
の

「末
法
今
時
に
於
て
普
賢
三
味
を
用
う
べ
し
」
と
い
う
義
は
如
何
と
い
う
疑
間
に
対
す
る
答
釈

（駐
興
中）が
存
す
る
こ
と
で
理
解
で
き
よ
¨
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
本
抄
が
体
系
を
指
向
し
た
著
述
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
、
提
起
さ
れ
た
十
二
の
問
題
は

一
往
別
個
の
質
疑
応

答
の
形
と
な

っ
て
い
る
。
た
だ
周
知
の
如
く
隆
師
の
著
述
は

「疑
云
」
「尋
云
」
と
問
を
起
し
て

「答
云
」
と
続
く
問
答
形
式
の
叙
述
と
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な

っ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
こ
の
形
式
だ
け
で
は
誰
か
の
質
問
に
対
す
る
答
釈
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
然
し
、
確
か
に
候
文
が

ま
ま
み
ら
れ
る
こ
と
は
他
の
著
述
と
異

っ
た
印
象
を
受
け
る
。

こ
れ
に
関
し
て

「第
四
此
経
唯
論
二
妙
事
」
の
冒
頭
で

間
相
待
妙
′
事
本
書
御
抄
二此
経
唯
論
二
妙
爺
、
二
妙
倶
二此
経
二有
レト
之
判
給
ヘリ
然
御
講
ス
相
待
妙
亘
が
前
電
其
相
如
何

と
間
を
起
し
て
い
る
中
に

「御
講
．ス
」
と
あ
る
の
は
、
確
か
に
隆
師
の
講
義
に
対
し
て
の
質
問
の
よ
う
に
み
え
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
『
私
新
抄
』
第
二
の

「相
待
絶
待
二
妙
事
付
当
分
跨
節
事
」
の
中
に

尋
云
相
待
絶
待
ノ
形
如
何
　
仰
云
待
絶
二
妙
ノ
相
貌
ハ
一
家
天
台
ノ
己
証
、　
一
代
設
教
ノ
大
綱
、
殊
二法
華

一
部
ノ
肝
心
、
本
述
二
門
ノ沖

囲

微
也
、
先
ハ相
待
ト
ハ者
可
″
通
募
外
前
法
華
一横
．一四
教
相
待
メ
論
は
之
フ
・…
‥

と
あ

っ
て
同
様
の
議
論
が
み
え
て
い
る
が
、
こ
の
節
の
最
初
は

И

道
仰
云
相
待
絶
待
当
分
跨
節
ハ少
ノ
異
ハ有
ド
モ
同
物
也
…
…

と
あ
る
の
で
、
先
の

「仰
云
」
も

「日
道
仰
云
」
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
、
そ
う
で
あ
れ
ば
本
抄
の

「御
講
」
は

「日
道
の
御
講
」
の
可

能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
更
に
言
え
ば
、
こ
の
問
い
の
前
提
と
し
て

『私
新
抄
』
が
あ
る
こ
と
も
推
定
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う

す
れ
ば
、
こ
こ
の
問
答
は
む
し
ろ
隆
師
の
自
問
自
答
の
文
脈
と
も
考
え
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

さ
て
ま
た
本
抄
の
内
容
に
お
い
て
、
本
門
円
戒
の
言
及
が
特
色
の

一
で
あ
る
こ
と
は
周
知
で
あ
る
が
、
第
十
三
間
の
原
文
は

間
営
家
受
戒
之
作
法
事
此
方
諸
門
跡
並
二営
門
徒
相
倶
無
沙
汰
候
既
作

一
巻
書
一本
門
十
重
禁
作
法
被
判
間
定
テ
営
宗
受
戒
作
法
可
有

之
・欺
如
何

と
な

っ
て
お
り
、
「此
方
諸
門
跡
並
二当
門
徒
」
と
い
う
表
現
は
、
や
は
り
実
際
に
質
問
さ
れ
た
文
章
を
ふ
ま
え
て
の
よ
う
で
あ
り
、
し

か
も
遠
方
の
他
門
流
の
人
よ
り
の
質
問
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
興
味
深
い
の
は
、
本
能
寺
蔵
の
断
簡
が
本
果

『十
二
間
答
抄
』
管
几
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朝
師
の
筆
に
ま
ち
が
い
な
け
れ
ば
、
本
果
朝
師
も
ま
た
戒
に
つ
い
て
特
に
関
心
が
あ

っ
た
為
に
隆
師
に
そ
れ
を
問
い
、
そ
れ
を
契
機
と

し
て
隆
師
が
本
門
円
戒
に
つ
い
て
の
見
解
を
ま
と
め
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。
更
に
後
述
の
如
く
、
本
抄
に
論
じ
ら

れ
る
諸
問
題
は
隆
師
教
学
に
と

つ
て
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
本
果
朝
師
に
よ

つ
て
間
わ
れ
、
隆
師
の
回
答
と
な

っ
た
の
で
あ
れ

ば
、
本
果
朝
師
の
教
学
研
究
は
並
々
な
ら
ぬ
も
の
が
あ

っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
何
故
に
朝
師
の
著
述
が
伝
わ

っ

ｍ

て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
疑
間
は
更
に
広
が
る
の
で
あ
る
が
、
此
等
は
そ
も
そ
も
或
仮
定
の
上
で
の
推
論
で
あ

っ
て
、
現
在
ま
で
の

所
で
は
確
証
が
得
ら
れ
な
い
以
上
、
可
能
性
を
論
ず
る
に
止
ま
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
本
抄
に
つ
い
て
論
ず
べ
き
こ
と
は
、
伝
承
は
措

い
て
ど
こ
ま
で
も
本
抄
の
内
容
に
即
し
た
解
明
の
上
に
隆
師
の
他
の
著
述
と
の
関
わ
り
を
考
え
、
本
抄
の
位
置
を
考
え
る
こ
と
で
は
な

か
ろ
う
か
。

五
、
十
三
箇
条
の
問
題
点

本
抄
の
名
称
と
も
な

っ
た
十
三
箇
条
の
各
内
容
そ
の
も
の
の
検
討
は
別
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
な
ぜ
問
題
と
さ
れ
た
か
を
考
え
て
み

る
こ
と
は
、
実
は
本
抄
成
立
の
背
景
を
考
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
私
の
試
論
で
あ
る
。
そ
の
為
に
今
は
Ｈ
各
条

に
提
起
さ
れ
る
問
題
の
原
拠
、
国
各
条
と
隆
師
の
他
の
著
述
と
の
関
係
、
国
十
三
箇
条
の
共
通
の
背
景
、
の
観
点
か
ら
検
討
し
て
み
た

い
。

日
　
各
条
所
論
の
原
拠

全
十
三
間
答
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
が
提
起
さ
れ
る
理
由
は
無
論
宗
祖
遺
文
よ
り
ど
う
解
釈
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
に
落
着
す
る

の
で
あ
り
、
そ
の
点
か
ら
す
る
と
す
べ
て
宗
祖
遺
文
に
関
わ
る
こ
と
と
な
る
が
、
ま
ず
直
接
に
ど
う
い
う
典
籍
の
上
で
問
題
と
な
る
か

を
考
え
れ
ば
①
法
華
経
、
②
宗
祖
遺
文
、
③
伝
教
大
師
の
著
述
、
④
天
台
三
大
部
本
末
の
四
種
と
な
る
。
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①

法
華
経

ま
ず

「第
九
安
楽
行
品
於
後
末
世
文
事
」
で
は
、
妙
法
蓮
華
経
安
楽
行
品
第
十
四
の
中
に
、
く
り
返
し

「於
後
末
世
」
等
と
あ
る
の

に
対
し
て
、
滅
後
末
法
に
四
安
楽
行
を
行
う
こ
と
が
あ
る
の
か
ど
う
か
を
問
題
と
し
、
「第
十
勧
発
品
後
五
百
歳
普
賢
経
事
」
で
は
後
五

百
歳
を
滅
後
末
法
と
解
し
、
そ
れ
を
本
門
の
題
目
流
通
の
正
時
と
み
る
の
が
日
蓮
義
で
あ
る
の
に
、
勧
発
品

。
普
賢
経
等
に
よ

っ
て
普

賢
菩
薩
を
本
尊
と
し
、
法
華
三
味
を
行
じ
て
六
根
懺
悔
の
法
を
行
う
な
ど
は
本
述
流
通
の
大
旨
に
迷
う
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
行

っ
て

い
る
藻
原
日
護
は
謗
法
で
あ
る
と
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

又

「第
十

一
随
喜
品
五
十
展
転
最
後
人
位
事
」
で
は
、
標
題
の
如
く
随
喜
功
徳
品
所
説
の
五
十
展
転
の
最
後
人
の
位
を
、
天
台
家
は

観
行
即
の
初
随
喜
と
す
る
の
に
対
し
て
、
当
家
は
名
字
即
と
み
る
こ
と
を

『
四
信
五
品
抄
』
に
よ

っ
て
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

②

由不
祖
遺
文

次
に

「第

一
在
世
下
種
事
」
は

『観
心
本
尊
抄
』
の

地
涌
千
界
不
レ出
二
正
像
一者
正
法

一
千
年
之
間
ハ小
乗
権
大
乗
也
、
機
時
共
二無
”
之
、
四
依
ノ
大
士
以
野
小
権
↓
為
鮮
縁
卜
在
世
ノ
下
種
令
』

鋤

脱
蛯
之
ヲ
、
多
″
シ
テ謗
可
嗜
破
ン熟
益
↓
故
二
不
レ説
”
之
ヲ
、
例
セ
ハ如
″在
世
ノ前
四
味
ノ機
根
一ノ也

に
出
る

「在
世
ノ
下
種
」
が
、
末
法
下
種
論
の
中
で
ど
う
解
釈
さ
れ
る
べ
き
か
を
論
じ
る
の
で
あ
り
、
ま
た

「第
二
述
門
二妙
法
五
字
フ

顕
ス
耶
ノ事
」
は

『
呵
責
謗
法
滅
罪
砂
』
の

妙
法
蓮
華
経
の
五
字
を
ば
四
十
余
年
比
を
秘
し
給
ふ
の
み
に
あ
ら
ず
。
述
門
十
四
品
に
猶
是
を
抑

へ
さ
せ
給
ひ
、
寿
量
品
に
し
て

本
果
本
因
の
蓮
華
の
二
字
を
説
キ
顕
し
給
ふ
。
…

『十
二
閂
答
抄
』
管
几
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の
う
ち

「述
門
十
四
品
に
猶
是
を
仰

へ
さ
せ
給
ひ
」
を
本
門
正
意
の
立
場
か
ら
問
題
と
す
る
。
こ
れ
に
は
後
述
の
如
く

『
下
山
抄
』
も

関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た

「第
四
此
経
唯
論
二
妙
事
」
は

『
一
代
聖
教
大
意
』
に

「釈
云
此
経
ハ唯
論
琶
一妙
ご

と

『法
華
玄
義
』

第
二
上
の
文
を
引
い
て
相
待
妙

・
絶
待
妙
の
義
を
様
々
に
述
べ
る
が
、
こ
れ
は
即
ち
日
蓮
義
に
対
し
て
天
台
義
か
ら

「相
待
妙
の
み
に

し
て
絶
待
妙
を
知
ら
な
い
」
等
の
批
判
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
隆
師
が
反
批
判
を
展
開
し
て
い
る
事
に
関
係
が
あ
る
故
で
あ
る
。

「第
八
序
品
首
題
之
事
」
で
は

『報
恩
抄
』
に

如
是
我
間
の
上
の
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
ハ即

一
部
八
巻
の
肝
心
。
亦
復

一
切
経
の
肝
心
。
…

等
と
あ
る
の
に
対
し
て
、
『
下
山
御
消
息
』
に

世
尊
眼
前
に
薬
王
菩
薩
等
の
述
化
他
方
の
大
菩
薩
に
法
華
経
の
半
分
述
門
十
四
品
を
譲
り
給
フ
。
ン」
れ
は
又
地
涌
の
大
菩
薩
、
末
法

の
初
に
出
現
せ
さ
せ
給
ヒ
て
、
本
門
寿
量
品
の
肝
心
た
る
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
を
、
一
閣
浮
提
の

一
切
衆
生
に
唱
へさ
せ
給
フ
ベ

き
先
序
の
た
め
也
。

と
あ
り
、
宗
祖
遺
文
に
お
け
る
表
現
の
相
違
を
ど
う
解
釈
す
る
か
を
問
題
と
す
る
の
で
あ
る
。

次
に

「第
十
三
当
宗
受
戒
作
法
事
」
は
、
本
門
円
戒
を
論
じ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
内
容
を
検
討
す
る
と

『本
門
戒
体
抄
』
『十

法
界
明
因
果
抄
』
、
殊
に
は
前
者
の
解
釈
が
問
題
と
な

っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
即
ち
、
宗
祖
の
戒
観
と
は
末
法
無
戒
の
上
に
た

ち

但
任
一
バ
「経
ノ本
意
一．以
レ持
彰是
名
持
戒
三
学
倶
伝
之
法
華
経
つ
可
嗜
為
車真
実
ノ持
戒
・・卜也
、受
持
法
華
之
外
ハ更
二不
レ
可
”求
ユ持
戒
ノ義
↓傷

と
さ
れ
る
が
、
然
し

本
門
戒
体
抄
二十
重
禁
作
法
受
得
之
儀
式
有
四
之
、
愛
二知
ヌ
受
持
法
華
ノ
理
戒
之
家
ノ事
戒
可
外
有
り
之
云
フ
事
顕
然
也

“

と
あ

っ
て
、
こ
の
故
に
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総
名
理
戒
之
外
二許
ｉニト事
戒
↓
云
モ無
ン
子
細
一又
不
レ許
卜
云
モ無
嗜
煩
事
也
但
夕
約
束
ノ
不
同
也

（中
略
）
末
代
タ
リ
ト
云
↑
モ妙
法
蓮
華
経
卜
朝

夕
唱
フ
ル外
二滅
罪
生
善
之
望
有
四
之
嫌
一
諸
悪
↓
好
〓
諸
善
づ
如
″
形
ノ随
〓
其
力
一制
二
止
シ
諸
悪
↓令
「
ハ生
一
諸
善
↓
皆
悉
ク
事
戒
ノ
一
分
也

と

「事
戒
ノ
一
分
」
を
も
認
め
る
結
論
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

③

伝
教
大
師
の
著
述

次
に

「第
二
四
重
法
華
事
」
は
、
言
う
迄
も
な
く
伝
教
大
師
の

『守
護
国
界
章
』

夫
レ
於

一
仏
乗
ト
ハ者
根
本
ノ
法
華
教
ナ
リ
、
分
別
説
三
ト
ハ者
隠
密
ノ
法
華
教
ナ
リ
、
唯

無
ウ
一
句
ノ経
Ｌ

唯

一
乗
之
外
更
．感
じ
余
乗
等
・

と
あ
る
文
に
端
を
発
し
て
、
中
古
天
台
で
種
々
に
論
じ
ら
れ
る
三
種
法
華
に
つ
き
、

上
之
上
で

一
仏
乗
ト
ハ者
顕
説
ノ
法
華
教
ナ
リ
、
妙
法
華
之
外
更
ニ

日
蓮
義
の
み
か
た
を
示
す
の
で
あ
る
。

④

天
台
三
大
部
本
末

次
に

「第
五
不
軽
本
述
兼
備
耶
事
」
で
は
、
『法
華
文
句
』
第
十
上
に
常
不
軽
菩
薩
品
を
釈
す
る
中
で

名
常
不
軽
ハ是
レ
人

一
、
凡
有
所
見
ハ是
理

一
、
皆
悉
礼
拝
ハ是
行

一
、
而
作
是
言
ハ是
教

一
す
、
此
レ
ハ是
レ
開
権
顕
実
之
四

一
也
、

従
劇
乃
至
遠
見
一下
ハ是
レ
本
ノ
理

一
、
故
往
礼
拝
ハ是
レ
本
ノ
行

一
、
而
作
是
言
ハ是
レ本
ノ
教

一
、
少
彰
モ
人

一
↓其
義
可
”
解
ス、
此
レ
ハ是
レ開

近
顕
遠
之
四

一
也

と
あ
り
、
本
門
の
不
軽
品
に
本
述
の
四

一
を
明
か
す
と
す
る
こ
と
を
問
題
と
し
て
い
る
。

ま
た

「第
六
兼
得
述
門
法
之
事
」
は

『法
華
玄
義
』
第
七
下
に

又
流
通
ノ利
益
ト
ハ者
、
前
二流
二通
ス
ル
ハ述
門
↓
、
是
レ諸
ノ
発
誓
ノ菩
薩
及
ヒ
諸
ノ
羅
漢
ノ
得
ン
受
記
↓
者
、
此
土
他
土
二弘
」
ルす
経
ヲ
、
論
秋
其

『
十
二
閂
答
抄
』
管
几
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功
徳
）
観
電
文
ヲ
但
明
コ
冥
利
↓
不
レ
説
動
顕
益
）
、
今
説
該
本
門
↓付
二
嘱
ス
一
切
諸
佛
所
有
之
法
夕
、
兼
テ
得
ン述
門
ノ
法
↓也
、

と
あ

っ
て
、
神
力
品
の
結
要
付
嘱
の
下
に
四
句
あ
る
そ
の
中
の
初
の
妙
名
の
句
の
釈
義
が
問
題
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
本
述

一
致
の
証
文
と
解
す
る
者
が
あ
る
こ
と
も
挙
げ
て
批
判
し
、
前
の

「第
五
」
同
様
、
解
釈
の
仕
方
を
示
し
て
い
る
。

次
に

「第
七
文
句
十
之
或
用
舎
利
釈
事
」
は
、
『法
華
文
句
』
十

（正
蔵
本
は
十
上
）
の

遣
使
ト
ハ者
或
ハ取
ン
涅
槃
ノ中
大
薄
普
告
↓
為
″
使
人
一卜、
或
ハ用
一
神
通
↓或
ハ用
ユ舎
利
づ或
ハ用
”経
教
等
↓
為
二使
人
犬
「
用
一一′四
依
ノ菩
薩
つ

玉
写
衆
生
．一．云
ク
仏
已
二滅
度
シ
但
留
郵
此
法
↓
我
今
宣
弘
ス
汝
当
〓
受
行
一也
、
後
時
ノ衆
生
若
ン無
シ
ハ
四
依
博
二述
ス
ル経
法
〓
是
能
ク
自
ラ
知
ンャ

仏
己
二滅
度
）
下
ζ
与
故
二用
ン
四
依
↓
是
レ使
人
也

の
中
の

「或
用
舎
利
」
の
解
釈
で
あ
る
が
、
質
問
を
み
る
と
問
者
は

「是
好
良
薬
」
の
解
と
み
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
答
文
に
於
て

は
そ
れ
を
訂
正
し
、
且
つ
、
こ
の
よ
う
な
質
問
は

「無
用
ナ
ル
広
学
多
聞
」
を
好
む
こ
と
で
あ
り

「他
の
宝
を
数
え
る
」
こ
と
で
あ
る

と
批
判
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
自
間
自
答
の
文
脈
よ
り
は
他
か
ら
の
実
際
の
質
問
に
対
す
る
答
え
の
文
脈
と
み
た
方
が
自
然
の
よ
う
に

思
え
る
の
で
あ
る
。

又

「第

一
二
定
業
亦
能
転
事
」
は
、
宗
要
の

一
算
で
あ
る

「決
定
業
転
」
の
論
義
の
起
る
も
と
と
し
て

『法
華
文
句
』
十
下
の
普
門

品
釈
の
中
で

而
得
解
脱
ハ是
応
也
、此
ハ是
レ機
感
ノ
因
縁
名
彰
観
世
音
一卜亦
是
レ
人
法
ノ
因
縁
乃
至
智
断
ノ
因
縁
フ
名
ン
観
世
音
・卜後
去
テ
例
メ
如
”
此
ノ結
は名
ヲ

艘

不
レ煩
″
セ
文
ヲ

と
あ
る
の
に
対
す
る

『法
華
文
句
記
』
十
下
の
釈
の
う
ち

有
ル
人
間
フ
、
何
フ
以
勇
同
ク念
ス
ル
ニ有
軒
脱
不
脱
ヽ

答
同
ク
念
ス
ル
ハ是
レ顕
機
ナ
レ‡
得
脱
二有
到
冥
顕
一由
ン
過
現
ノ縁
一ナル
ニ受
電
益
ヲ

有
劇
等
級
Ｌ

若
シ
其
ノ機
感
厚
ナ
レ
ハ定
業
モ亦
能
ク
転
ス
、
若
シ
過
現
ノ
縁
浅
ヶ
レ
ハ微
苦
モ亦
無
″
徴
ン
に
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と
あ
る
の
に
由
来
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
日
蓮
義
の
み
か
た
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
十
三
箇
条
は
、
結
局
、
日
蓮
義
に
お
け
る
所
依
の
経
典
で
あ
る
法
華
経
と
、
能
釈
の
宗
典
と
し
て
の
宗
祖
遺
文
、

伝
教
大
師
の
著
、
天
台
三
大
部
本
末
の
中
か
ら
取
り
あ
げ
ら
れ
た
語
句
の
解
釈
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

国
　
各
条
と
隆
師
の
他
の
著
述
と
の
関
係

次
に
、
十
三
箇
条
の
内
容
が
、
隆
師
の
他
の
著
述
の
ど
こ
に
問
題
と
さ
れ
て
い
る
か
、
ま
た

『十
三
問
答
抄
』
と
の
関
わ
り
は
ど
の

よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
か
、
管
見
の
限
り
で

一
瞥
し
て
お
き
た
い
。

（十
三
間
答
抄
）

一
、
在
世
下
種

付
本
因
果
種

二
、
述
門
妙
法
五
字

三
、
四
重
三
種
法
華

四
、
此
経
二
妙

七 六 五

不
軽
本
述

兼
得
述
門
法

或
用
舎
利

『
十
二
閂
答
抄
』
管
几

（他
の
著
述
、
数
字
は
刊
本
の
巻
数

・
頁
数
）

私
新
抄

（
一
二
）
宗
要
集

（五
―
二
九
二
）

私
新
抄

（
二
四
三
、
三
六
八
）
弘
経
抄

（八
―
二
三
八
）

弘
経
抄

（
一
―

一
〇
〇
）

私
新
抄

（三
四
三
）
五
帖
抄

（八
）
弘
経
抄

（
一
―
九
八
）

私
新
抄

（二
九
、
二
九
四
）
二
帖
抄

（名
目
四
六
、
題
号
他
五
三
）

五
帖
抄

（五
五
～
七
九
、
九
五
～
九
七
）
　

弘
経
抄

（
一
―
二

一
八
、
二
五
一こ

弘
経
抄

（七
―
五
二
四
、
五
四

こ

弘
経
抄

（
一
〇
―
正
三
六
）

弘
経
抄

（九
―
四
九
四
）
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八
、
序
品
首
題
　
　
　
　
　
　
　
弘
経
抄

（
二
―
三
九
）

九
、
安
楽
末
世
　
　
　
　
　
　
　
弘
経
抄

（七
―
四
八
六
）

十
、
勧
発
後
五
百
歳
　
　
　
　
　
弘
経
抄

（七
―
五

一
二
）

十

一
、
五
十
展
転
最
後
人
位
　
　
弘
経
抄

（
一
〇
―

一
八
〇
）

十
二
、
定
業
転
　
　
　
　
　
　
　
弘
経
抄

（
一
一
―
五
七

一
）
宗
要

（五
―
三
八
五
）

十
三
、
当
家
受
戒
作
法
　
　
　
　
四
帖
抄

（九
三
）
本
門
戒
体
見
聞

（本
門
佛
立
宗
佛
立
研
究
所
刊
本
。
殊
に
は
同

一
七
五
以
下
）

弘
経
抄

（
一
一
―

一
―

一
二
七
）

見
落
し
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
抄
関
連
の
隆
師
の
他
の
著
述
は
以
上
の
よ
う
で
あ
る
。
右
の
う
ち
で
、
『
五
帖
抄
』
第

一
で
は

此
三
種
法
華
ノ実
体
ヲ
近
来
ノ
学
者
習
損
挙
自
二顕
説
一勝
フ
リ
ト
根
本
）
習
ヒ
、結
句
ハ根
本
隠
密
二明
象
開
会
）
等
二
八
帖
ノ抄
二書
キ
散
ンテ
師
資

ω

相
承
ス
ル
ハ大
僻
見
也
、
尼
崎
流
．ス
不
レ
可
レ用
レ
之
、
委
ハ如
″
十
三
問
答
抄
理
云

と
い
い
、
同
第
二
で
は

待
絶
二
妙
之
相
委
ンク
ハ如
″
十
三
間
答
抄
並
二題
下
第
七
開
会
下
）

と
あ

っ
て
、
解
答
を

『十
三
問
答
抄
』
等
に
譲

っ
て
い
る
。
先
述
の
よ
う
に

『
四
帖
抄
』
も
同
様
で
あ
る
。　
一
方
で
ほ
と
ん
ど
す
べ
て

に
わ
た
り

『弘
経
抄
』
に
も
言
及
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は

『弘
経
抄
』
が
法
華
経
全
巻
の
解
釈
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
コ
一百

帖
抄
』
マ
一百
帖
見
聞
』
等
を
手
が
か
り
に
、
天
台
三
大
部
本
末
の
み
な
ら
ず
日
本
中
古
天
台
教
学
に
お
い
て
も
問
題
と
さ
れ
た
こ
と
を

視
野
に
入
れ
つ
つ
日
蓮
義
の
解
を
示
そ
う
と
し
て
本
文

一
一
三
巻
と
い
う
分
量
を
持

つ
こ
と
に
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し

「決

定
業
転
」
が

『開
述
顕
本
宗
要
集
』
の
雑
部
に
お
け
る

一
算
題
と
な

っ
て
い
る
こ
と
と
、
「本
門
円
戒
」
が

『本
門
戒
体
見
聞
』
全
二
巻

に
詳
述
さ
れ
、
『弘
経
抄
』
に
お
い
て
も
第

一
〇
二
、　
一
〇
三
の
二
巻
分
と
な
り
、
「待
絶
二
妙
」
も
か
な
り
な
分
量
で
検
討
さ
れ
る
な
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ど
、
主
題
に
よ
っ
て
は
、
『十
三
問
答
抄
』
以
降
の
展
開
が
み
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。

国
　
十
三
箇
条
の
共
通
の
背
景

以
上
の
如
く
、
確
か
に
十
三
箇
条
は
体
系
的
、
組
織
的
な
叙
述
で
は
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
各
条
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
共
通
の
背
景

も
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
管
見
で
は
、
や
は
り
共
通
の
問
題
意
識
が
看
取
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
隆
師
教
学

の
確
立
に
向
か
っ
て
必
ず
乗
り
越
え
ね
ば
な
ら
ぬ
諸
問
題
で
あ

っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

即
ち

一
般
に
隆
師
教
学
は

「
一
部
修
行
本
勝
述
劣
、
本
門
八
品
上
行
所
伝
の
教
義
を
聞
明
し
た
」
と
評
さ
れ
て
い
る
が
、
言
う
所
の

本
門
八
品
正
意
論
と
は
題
目
に
よ
る
末
法
下
種
論
の
為
で
あ
る
こ
と
は
言
う
迄
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え

『本
尊
抄
』
中
の

「在
世
下
種
」

の
語
は
本
門
八
品
上
行
所
伝
の
題
目
に
よ
る
滅
後
末
法
下
種
為
正
の
立
場
か
ら
必
ず
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
り
、
同
様

の
理
由
で

『安
楽
行
品
』
の

「於
後
末
世
」
の
文
、
『勧
発
品
』
の

「後
五
百
歳
普
賢
行
」
の
こ
と
、
コ
日
門
品
』
釈
の
中
で

「定
業
転
」

が
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
問
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
本
門
正
意
の
立
場
か
ら
は
、
当
然
の
こ
と

「述
門
に
妙
法
五
字
を
顕
す
か
」
「不
軽
品
に
本
述
を
兼
備
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と

か
」
「神
力
結
要
付
嘱
の
文
に
つ
い
て
兼
得
述
門
法
と
は
ど
う
い
う
意
味
か
」
「序
品
の
首
題
と
本
門
要
法
の
関
係
は
ど
う
か
。
こ
れ
に

つ
い
て

『
下
山
抄
』
の
半
分
の
妙
法
と
は
ど
う
解
す
べ
き
か
」
が
問
わ
れ
、
更
に

「伝
教
大
師
の
三
種
法
華
教
に
発
し
た
中
古
天
台
の

三
種
法
華
説
と
宗
祖
の
本
門
正
意
説
を
ど
う
考
え
る
か
」
も
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

更
に
末
法
下
種
と
は
、
隆
師
に
よ
れ
ば
総
名
要
法
に
よ
る
本
因
下
種
と
解
さ
れ
る
所
か
ら
妙
楽
の

「本
因
果
種
」
の
釈
が
改
め
て
間

わ
れ
、
又
、
寿
量
品
の

「是
好
良
薬
」
の
解
に
於
て

「或
用
舎
利
」
の
解
釈
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
実
は

「遺
使
還
告
」
に

つ
い
て
言
わ
れ
た
も
の
で
設
間
が
適
当
で
な
く
、
使
と
は
四
依
と
解
す
る
の
が
正
意
と
さ
れ
た
。

『
十
二
閂
答
抄
』
管
几
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末
法
に
お
け
る
題
目
下
種
の
実
践
の
姿
を
、
戒
観
に
於
て
問
題
と
し
た
の
が

「当
家
授
戒
作
法
事
」
で
あ
り
、
布
教
活
動
が
批
判
を

受
け
た
こ
と
に
対
す
る
反
批
判
の
為
に
、
「法
華
経
の
待
絶
二
妙
」
が
、
あ
ら
た
め
て
解
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か

つ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
概
観
し
て
く
る
と
、
本
抄
に
採
り
あ
げ
ら
れ
た
十
三
箇
条
は
、
い
ず
れ
も
必
ず
き
ち
ん
と
解
釈
し
な
け
れ
ば
、
教
学

の
確
立
が
望
め
な
い
基
礎
的
な
問
題
で
あ

っ
た
と
言
え
よ
う
。
本
抄
に
取
扱
わ
れ
た
十
二
箇
条
の
共
通
背
景
と
は
、
正
に
そ
の
問
題
意

識
に
外
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
前
述
の
如
く
、
十
三
箇
条
は
す
べ
て
依
経

・
宗
典
の
語
句
の
解
釈
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、
天
台
宗
で
重
視
さ
れ
る

論
義
に
つ
い
て
、
福
吉
円
抄
著

『論
義
要
略
』
で
は
、
宗
要
等
を
説
明
し
て

論
義
に
は
宗
要
、
義
科
、
間
要
の
三
種
が
あ
る
。
宗
要
は
算
題
を
研
き
、
義
科
は
端
文
を
究
む
と
い
わ
れ
、
ま
た
宗
要
は
自
宗
の

大
綱
な
り
、
義
科
は
自
他
宗
を
相
対
し
て
そ
の
義
を
立
て
る
な
り
と
も
あ
る
。
問
要
は
小
論
義
と
い
わ
れ
、
祖
師
、
先
徳
の
章
疏

に
お
け
る
種
々
の
事
項
を
題
日
と
す
る
％

と
あ
る
。
こ
れ
に
準
拠
す
れ
ば
、
本
抄
の
内
容
は
多
く
当
家
の
間
要
に
当
た
る
と
も
言
え
よ
う
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば

『
四
帖
抄
』
に
折

伏
を
論
ず
る
中
で

随

っ
て
天
台
宗
と
日
蓮
宗
と
は
又
、
水
火

。
天
地
の
如
か
る
べ
き
な
り
。
そ
の
趣
は
数
箇
条
の
間
要
の
如
し
√

と
あ
る
の
は
、
『
四
帖
抄
』
以
前
に
天
台
の
論
義
を
参
考
と
し
つ
つ
、
当
家
教
学
上
の
諸
問
題
が
研
究
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
そ

れ
は
恐
ら
く
日
存

。
日
道

。
日
隆
三
師
の
研
鑽
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
本
抄
が
誰
か
の
質
問
に
対
す
る
解
答
と
し
て
生
ま
れ
た
か
ど

う
か
は
別
と
し
て
、
教
学
形
成
の
過
程
で
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
た
結
果
が
あ
れ
ば
こ
そ
の

『
私
新
抄
』
で
あ
り

『十
三
間
答
抄
』
で

あ
ろ
う
。
就
中
、
義
科
研
究
は
後
の

『名
目
見
聞
』
『六
即
私
記
』
『弘
経
抄
』
等
の
述
作
に
生
か
さ
れ
、
宗
要
研
究
は
具
体
的
に
は

『開

述
顕
本
宗
要
集
』
に
結
実
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
大
量
の
著
述
が
晩
年
の
約
二
十
年
間
で

一
挙
に
成
立
し
た
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事
実
が
説
明
し
難
く
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
改
め
て
注
意
さ
れ
る
の
が
、
現
在
は
写
本
の
み
で
伝
え
ら
れ
る

『本
門
法
華
宗
間
要
』
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
別
に
論
じ
た
い
と
考
え
る
が
、
現
存
写
本
の
奥
書
が
信
じ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
も
存

。
道

・
隆
三
師
の
論
義
の
研
鑽
過
程
で
生
じ

た
も
の
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
今
そ
の
論
目
の
う
ち
興
味
が
引
か
れ
る
も
の
を
み
れ
ば

問
ふ
、
本
門
円
宗
の
意
、　
一
念
三
千
、　
一
心
三
観
の
上
に
尚
を
高
上
の
法
を
立
つ
る
や

は

『
四
帖
抄
』
第
三
の
第
七

天
台
宗
の
意
は
、　
一
念
三
千
の
上
に
高
上
の
法
を
立
て
ず
、
日
蓮
宗
の
意
は
、
三
千
の
上
に
高
上
の
法
を
立
つ
る
、
不
同
の
事

と
同
様
の
提
起
で
あ
り

問
ふ
、
本
門
円
宗
の
意
は
法
華
折
伏
の
義
相
は
唯
化
他
随
縁
に
限
る
か
、
は
た
自
行
信
徳
の
法
体
に
亘
る
や

は
、
前
述
の

『
四
帖
抄
』
の

「数
箇
条
の
問
要
」
の
内
に
当
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
し

問
ふ
、
本
門
円
宗
の
意
、
要
法
信
受
の
外
に
事
相
事
持
の
戒
行
を
論
ず
と
云
ふ
べ
き
や
。

は
、
前
述
の
本
門
円
戒
の
議
論
に
し
て

『十
三
問
答
抄
』
下
巻
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
所
で
も
あ
る
。

『本
門
法
華
宗
間
要
』
が
、
今
日
み
ら
れ
る
如
き
形
と
な

っ
た
経
緯
は
改
め
て
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
該
書
に
ま
と
め
ら
れ
て
い

る
如
き
諸
問
題
が
存

。
道

・
隆
三
師
に
よ

っ
て
研
究
さ
れ
、
そ
の
上
に

『私
新
抄
』
『十
三
問
答
抄
』
が
成
立
し
、
か
く
て

『
四
帖
抄
』

に
於
て
隆
師
教
学
が
確
立
し
た
こ
と
は
、
充
分
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

六
、
結
　
語

以
上
、
『十
三
問
答
抄
』
の
成
立
に
関
し
て
管
見
を
述
べ
た
。
従
来
の
伝
承
に
関
し
て
の
新
し
い
証
拠
は
見
出
さ
れ
な
い
が
、
本
抄
が

『十
二
鳳
答
抄
』
管
几
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誰
か
の
質
問
を
契
機
と
し
て
成
立
し
た
ら
し
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
幾

つ
か
の
点
で
首
肯
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
誰
か
と
は
、

本
果
日
朝
師
で
あ
る
か
ど
う
か
は
確
定
で
き
な
い
が
、
伝
承
を
前
提
す
る
と
理
解
し
や
す
い
点
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
た
。

と
も
か
く
、
本
抄
は
、
隆
師
自
身
に
よ

っ
て
本
興
寺
常
住
と
さ
れ
、
自
著
で
あ
る

『
四
帖
抄
』
『
五
帖
抄
』
に
も
引
用
さ
れ
る
定
稿
で

あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
加
筆
訂
正
の
部
分
が
非
常
に
多
く
、
推
敲
に
苦
心
し
た
跡
が
歴
然
と
し
て
い
る
こ
と
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

本
抄
の
内
容
は
体
系
的
組
織
的
な
叙
述
で
は
な
い
が
、
隆
師
教
学
が
成
立
す
る
為
に
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
諸
問
題
で
あ
り
、

依
経
、
宗
典
中
の
語
句
の
解
釈
に
関
す
る
基
礎
的
な
事
項
が
採
り
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
福
吉
円
砂
氏
の
説
明
に
準
拠
す
れ
ば
、
多
く
は

台
家
教
学
に
お
け
る
間
要
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
『
四
帖
抄
』
の
言
及
か
ら
、
『
四
帖
抄
』
以
前
に
、
当
家
の
問
要
が
研
究
さ
れ
た

こ
と
が
推
察
さ
れ
、
隆
師
の
著
述
中
に
、
天
台
の
顕
教
論
義
を
ふ
ま
え
て
の
議
論
、
著
書
の
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
本
格
的
に
著

述
活
動
を
開
始
す
る
以
前
の
隆
師
の
研
究
活
動
の
中
に
、
天
台
の
顕
教
論
義
を
手
が
か
り
と
し
た
検
討
が
あ

っ
た
こ
と
が
確
か
な
こ
と

と
し
て
浮
び
あ
が
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
無
論
そ
れ
は
、
日
存

ｏ
日
道
の
両
師
に
導
か
れ
て
の
こ
と
で
あ

っ
た
ろ
う
こ
と
も
、
隆
師
の

著
述
中
の
両
師
の
教
示
の
多
さ
に
よ

っ
て
明
白
で
あ
ろ
う
。

日
存

。
日
道

。
日
隆
三
師
の

コ
ニ
代
三
十
余
年
之
間
」
の
研
究
は
ま
ず
隆
師
教
学
の
綱
要
書
と
し
て
の

『
私
新
抄
』
に
結
実
し
た
が
、

基
礎
的
研
究
の

一
部
は
、
質
問
に
答
え
る
契
機
を
得
た
こ
と
に
よ

っ
て
更
に
検
討
が
加
え
ら
れ

『十
三
問
答
抄
』
と
な

っ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
そ
の
内
容
は
、
隆
師
教
学
の
成
立
に
と
り
重
要
な
も
の
と
考
え
ら
れ
た
故
に
、
隆
師
は
推
敲
を
重
ね
て
の
定
稿
を
本
興
寺
常
住

と
し
、
そ
こ
に
扱
わ
れ
た
主
題
の
中
の
幾

つ
か
は
後
代
更
に
増
広
さ
れ
て
、
展
開
し
た
の
で
あ

っ
た
。

本
抄
成
立
に
つ
い
て
は
現
段
階
で
も
推
論
の
部
分
が
多
く
な
る
の
は
遺
憾
で
あ
る
が
、
隆
師
の
著
述
全
般
の
視
野
を
得
よ
う
と
す
る

と
き
、
以
上
の
如
き
作
業
仮
説
を
た
て
て
み
た
の
で
あ
る
。
大
方
の
御
批
判
を
仰
ぎ
、
更
に
考
究
し
た
い
。
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註

田
　
法
全
三
六
四
頁

（訓
み
下
し
九
五
頁
）

②
　
株
橋
諦
秀

（日
涌
）
稿

「日
隆
聖
人
教
学
の
序
説
」
翁
桂
林
学
叢
』
第
四
号
四
三
頁
）
。
猶
、
既
に
両
山
五
七
世
日
唱
師

（光
顕
院
、

一
七
二
九
～

一
七
八
四
）
が
注
意
し
て
い
る
。
次
註
参
照

０
　
こ
の
伝
承
が
伝
え
ら
れ
る
文
献
の
早
い
も
の
は
、
管
見
で
は
光
長
寺
二
四
世
日
寛
著

『隆
師
尊
縁
記
』
（元
禄

一
五

（
一
七
〇
二
〉

著
、
要
法
院
日
亨
書
写
本
）
に

「他
日
復
夕
従
コ
駿
州
一投
車
干
数
箇
疑
問
之
条
目
↓師
発
二
明
シ
テ奥
義
↓
而
支
分
節
解
ス所
謂
ル十
三
問
答
抄

上
下
三
巻
是
レ也
」
で
あ
ろ
う
か
。
本
能
寺
本
興
寺

（以
下
、
両
山
）

一
八
世
日
庸
著

『開
祖
略
縁
起
』
（元
和
九

〈
一
六
二
三
）
著
）

及
び
両
山
二

一
世
、
妙
蓮
寺

一
六
世
日
感
著

『開
祖
略
伝
縁
起
』
（寛
文
四

〈
一
六
六
四
〉
寂
）
に
は
見
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
但
し

両
山
二
六
世
、
光
長
寺

一
九
世
日
深
著

『
日
隆
徳
行
記
』
（延
宝
五

〈
王
ハ
七
七
〉
寂
）
は
未
検
で
あ
る
。
ま
た
両
山
五
七
世
日
唱

（天

明
四

〈
一
七
八
四
〉
寂
）
に
か
か
る

『両
山
歴
譜
』
で
は

「他
日
駿
州
ョリ
以
ン
数
箇
条
法
門
↓
問
”師
．、
依
テ
十
三
問
答
抄
上
下
三
冊
成
り
、

与
フ朝
公
理
こ

（『本
能
寺
史
科
』
古
記
録
篇
四

一
三
頁
ｂ
）
と
あ
る
が
、
唱
師
は
続
い
て

「日
唱
日
ク
、
十
三
問
答
ハ
四
帖
抄
ヨ
リ
前

之
作
也
、
謂
ク
四
帖
抄
第
二
歴
醇
下
御
義
云
、
此

一
箇
条
委
ハ如
″
十
三
問
答
抄
墓
已
上
聖
書
、
疑
テ
云
ク
、
十
三
間
答
実
二答

タ^
ル朝
師
ノ
間

一欺
、
未
”
知
７

将
．一四
帖
抄
作
３
↓
テ
朝
公
面
会
ノ
後
二功
成
圧
易
諸
寺
一欺
、
未
”
審
ナ
ラ
、
諸
聖
教
多
分
ハ無
″
記
述
ノ年
号
Ｌ

難
″
知
り
」

（同
上
）
と
記
し
、
十
三
間
答
抄
が
朝
師
の
間
に
対
す
る
答
書
で
あ
る
と
い
う
伝
承
を
疑

っ
て
い
る
。
ま
た
両
山
五
八
世
日
心

（寛

政
二

（
一
七
九
〇
〉
寂
）
に
か
か
る

『両
山
歴
譜
』
（但
し
本
能
寺
蔵
本
）
で
は

「法
門
往
復
数
条
す
、
今
之
十
三
問
答
抄
上
下
三
巻

是
レ也
」
亀
本
能
寺
史
料
』
古
記
録
篇
五
五
五
頁

ａ
）
と
あ
る
。
な
お
両
山
四
八
世
日
憲
著

（宝
暦

一
三

（
一
七
六
三
〉
出
版
か
）
か

と
思
わ
れ
る

冨
蹂
撃

開
祖
日
隆
大
聖
人
略
縁
起
』
（丸
亀
市
本
照
寺
所
蔵
の
蓮
屋
登
羅
所
写
本
）
に
は
本
能
寺

へ
一
僧
が
来
訪
の
こ

『
十
二
間
答
抄
』
管
几
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と
を
述
べ
て
「わ
れ
は
駿
河
岡
み
や
日
朝
也
大
聖
人
の
所
弘
の
深
妙
成
ル
事
を
聞
き
た
れ
り
と
た
ち
な
が
ら

一
間
答
を
し
た
ま

へ
け
れ

ば
大
上
人
の
た
ま

へ
け
る
は
す
べ
て
十
三
箇
條
こ
れ
を
こ
た

へ
た
も
ふ
今
の
十
三
箇
問
答
抄
上
下
弐
巻
是
レ也
」
と
記
し
て
い
る
。
伝

承
の
内
容
が
、
少
し
ず
つ
異
な

っ
て
い
る
の
が
注
意
さ
れ
る
。

四
　
「日
隆
聖
人
教
学
の
序
説
」
（前
掲
四
三
頁
）
。
な
お
石
田
智
清
稿
「十
三
間
答
抄
に
つ
い
て
―
特
に
円
戒
法
門
を
め
ぐ

っ
て
―
」
「
桂

林
学
叢
』
等
四
号

一
四
五
頁
以
下
）
で
は
、
伝
承
に
つ
い
て
は
全
く
ふ
れ
ず

「五
、
あ
と
が
き
」
に
於
て

「本
抄
成
立
に
つ
い
て
考

え
た

一
節
と
、
宗
祖
滅
後
に
於
け
る
円
戒
論
、
及
び
日
隆
聖
人
の
円
戒
論
説
述
の
態
度
方
法
に
つ
い
て
の
各
節
を
割
愛
し
た
」
と
さ

れ
て
い
る
。

り
　
上
巻
の
冒
頭
に
は
、
こ
の
記
事
の
直
後
に
別
紙
が
続
き
、
そ
の
始
め
に
同

一
の
記
事
が
あ
り
、
本
文
が
始
ま

っ
て
い
る
。
猶
、
題

答
は
他
筆
で

「十
三
問
答
抄
上
」
と
あ
る
。

０

　

『
大
本
山
本
興
寺
寺
宝
目
録
』

一
五
頁

０

　

『
四
帖
抄
』
は
註
田
、
『
五
帖
抄
』
は
註
０
０
参
照
。
猶
、
註
０
に
引
い
た
憲
師
の

『開
祖
日
隆
大
聖
人
縁
起
』
で
は

「十
三
箇
問

答
抄
」
と
あ
る
が
、
管
見
で
は
、
他
に
み
ら
れ
な
い
呼
称
で
あ
る
。

０
　
但
し
稀
に
右
下

へ
長
く
引
い
た
線
な
ど
に
、
ふ
る
え
の
み
ら
れ
る
場
合
は
あ
る
。

０
　
法
全

『法
華
天
台
両
宗
勝
劣
抄
』
二
八
九
頁
以
下
の
欄
外
注
参
照

⑩
　
直
ち
に
原
本
が
見
ら
れ
な
い
為
に
、
真
蹟

コ
ピ
ー
に
よ
つ
て
考
え
た
が
、
機
会
が
与
え
ら
れ
れ
ば
直
見
し
て
再
検
し
た
い
。

側
　
拙
稿

「『本
門
戒
体
見
聞
』
に
つ
い
て
」
翁
日
蓮
教
学
研
究
所
紀
要
』
第
二
〇
号
所
収
、
平
成
五
年
）
参
照
。
な
お
拙
稿
に
お
い
て

先
行
論
文
の
中
に
石
田
智
清
氏
前
掲
論
文
が
抜
け
落
ち
て
い
た
の
は
、
偏
に
校
正
の
誤
り
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
遅
き
に
失
し
た
が
、

こ
こ
に
お
詫
び
し
て
訂
正
し
た
い
。
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側
　
拙
稿

「『本
門
戒
体
見
聞
』
に
つ
い
て
」
三
四
四
頁
以
下
参
照

側
　
拙
稿

「日
隆
聖
人
御
聖
教
所
引
御
書
索
引
」
「
桂
林
学
叢
』
第
九
号

一
一
七
～
六
頁
）
参
照
。
な
お

「観
世
音
ハ人
、
普
門
ハ法
ト

御
抄
本
書
倶
二定
レ
之
」
Ｃ
不
全
四
六
五
頁
）
等
と
あ
る
の
は

『
日
女
御
前
御
返
事
』
（定
遺

一
五

一
〇
頁
）
の
取
意
と
す
る
と
三

一
篇

と
な
る
。
再
検

岡

　

「事
ノ本
述
ヲ
諸
御
抄
二御
判
釈
候
ヲ
指
シ
捨
テ
還
テ
以
二
天
台
述
中
理
実
ノ本
述
）
為
一能
開
一卜以
二
此
眼
）
立
還
テ
入
ル
諸
御
抄
ノ
神
一成
二
天
台
ノ

御
抄
卦
亡
車高
祖
己
証
ノ
御
抄
之
神
↓
名
ハ御
抄
体
ハ
天
台
宗
習
損
ヂ
玄
文
止
ノ
理
ノ本
述
也
、
以
二
此
仮
名
御
抄
）
仮
名
ノ法
華
宗
ト
メ
引
茸
理
ノ本

述
ノ
諸
文
）
日
蓮
大
士
ノ
本
懐

ハ
本
述

一
致
卜
云
テ
本
門
宗
要
抄
授
職
灌
頂
抄
ナ
ント
云
フ作
ン
謀
書
↓奉
劇
似
一
御
自
筆
一引
二衆
盲
↓
口
惜
キ
次
第

也
」
等
と
あ
る
。
（宗
全
四
三
三
頁
）

ｍ
　
拙
稿

「日
隆
聖
人
教
学
成
立
の
資
料
」
「
桂
林
学
叢
』
第
八
号
九
四
頁
注
０
）
参
照

ｍ
　
現
存
隆
師
文
献
の
初
期
の
も
の
に
つ
い
て
は
成
立
順
序
を
再
考
す
る
必
要
を
感
ず
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
改
め
て
別
に
批
判

を
仰
ぎ
た
い
。

ｍ

　

『御
法
門
聞
書
』

一
〇
八
頁

（平
成
二
年
、
光
長
寺
刊
）

側

　

『十
三
間
答
抄
』
上
巻

（宗
全
四
二

一
頁
）

０
　
心不
全
八
巻
四
〇
九
頁

ω
　
一不
全
八
巻
四
二

一
頁

０

　

「日
隆
聖
人
教
学
の
序
説
」
（前
掲
四
三
頁
）

の

　

『弘
経
抄
』
第

一
一
二
巻

（隆
全

一
一
巻
七
二
三
頁
）
。
但
し

『弘
経
抄
』
で
は
日
悟
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
『
日
蓮
宗
事
典
』
の

常
在
山
藻
原
寺
歴
代
表
に
よ
れ
ば
、
第
六
世
に
日
悟
が
あ
り
、
字
は
寂
忍
、
応
永
二
五
年

（
一
四

一
八
）

一
月

一
八
日
寂
で
世
寿
は

『
十
二
閂
答
抄
』
管
几
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不
詳
の
よ
う
で
あ
る
。
（同
書

一
二
九
六
頁
）

一
方
、
本
抄
は
す
べ
て
日
護
で
宗
全
第
八
巻
四
五
〇
、
四
五
二
、
四
五
三
、
四
五
八
、

四
五
九
頁
に
名
を
挙
げ
て
の
批
判
が
あ
る
。

例

　

「
日
隆
聖
人
教
学
の
序
説
」
（前
掲
四
三
頁
）

例
　
一示
全
八
巻
四
〇

一
、
四
〇
六
、
四

一
〇
、
四
三
〇
、
四
三
二
、
四
三
四
、
四
五
〇
頁
な
ど
。

の
　
一不
全
八
巻
四
二
三
頁

ω
　
を示
全
八
巻
三
九
頁

閉
　
碁不
全
八
巻
三
六
頁

０
　
碁不
全
第
八
巻
四
六
八
頁
。
但
し
刊
本
の
誤
り
を
訂
正
し
た
所
が
あ
る
。

②
　
拙
稿

パ
ロ
当
異
目
深
密
砂
に
つ
い
て
」
翁
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
二
八
巻
第
二
号
五
二
五
頁
）
に
引
用
し
た
断
簡
の
内
容
は

「十

戒
フ
立
所
二拠
捨
テ南
無
妙
法
蓮
華
経
卜
唱
申
セ
シ
カ
ハ
ヤ
カ
テ
成
仏

口
□

日
朝
花
押
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
恐
ら
く
こ
れ
は

『
孟
蘭

盆
御
書
』
の

一
節

（定
遺

一
七
七
四
頁
）
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
抜
書
さ
れ
て
い
る
所
に
朝
師
の
意
図
が
感
取
さ
れ
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

側

　

『
台
当
異
目
深
密
砂
』
が
本
果
朝
師
の
著
述
で
は
な
い
こ
と
は
、
前
掲
拙
稿

（注
の
）
参
照
。

側
　
例
せ
ば

「又
文
殊
師
利
菩
薩
摩
訂
薩
於
後
末
世
法
欲
滅
時
受
持
読
誦
斯
経
典
者
無
懐
嫉
妬
語
証
之
心
」
（正
蔵
九
巻
三
八
頁
ｂ
）
等

「於
後
末
世
」
は
三
例
あ
る
。
他
に

「於
末
法
中
」
（同
三
七
Ｃ
）
「後
末
世
時
」
（同
二
九

ａ
）
と
も
あ
る
。

制
　
を不
全
八
巻
四
〇

一
頁
、
但
し
真
蹟
に
は
宗
全
本
の
問
い
の
文
に
続
い
て

「又
久
遠
之
昔
上
行
薩
墟
既
二本
因
本
果
当
所
．ラ
下
種
候
由

本
書
見
候
如
何
」
と
あ
り
宗
全
本
は
こ
の
部
分
が
欠
落
し
て
い
る
。
全
体
的
に
み
て
も
宗
全
本
に
は
か
な
り
誤
字
が
あ
る
。

側
　
定
遺
七

一
九
頁
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０
　
定
遺
七
八

一
頁

０
　
定
遺
七
三
頁

∞
　
正
蔵
三
二
巻
六
九
六
頁
ｂ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

帥
　
拙
稿

「日
隆
聖
人
の
中
古
天
台
義
批
判
に
つ
い
て
」
「
株
橋
先
生
古
稀
記
念
　
法
華
思
想
と
日
隆
教
学
』
六
〇
五
～
六
〇
七
頁
）

参
照

ω
　
定
遺

一
二
四

一
頁

ω
　
定
遺

一
三

一
六
頁

０
　
一不
全
第
八
巻
四
六
八
頁
。
猶
、
宗
全
四
七
六
頁
に
は

「戒
体
即
身
成
仏
ノ
義
」
を
い
う
が
、
こ
れ
は
遺
文
名
を
指
す
の
で
は
な
い
。

本
抄
に
遺
文
の

『戒
体
即
身
成
佛
義
』
を
名
を
あ
げ
て
引
か
ぬ
こ
と
は

一
箇
の
問
題
で
あ
ろ
う
。

０
　
を不
全
第
八
巻
四
七
〇
頁

υ
　
心不
全
第
八
巻
四
八
二
頁

④
　
を示
全
第
八
巻
四
八
四
～
五
頁

０
　
伝
全
第
二
巻

一
七

一
頁
。
猶
、
中
古
天
台
所
論
で
も

『十
三
問
答
抄
』
に
於
て
も
、
『守
護
国
界
章
』
に
あ
る

「教
」
が
落
ち
て

「根

本
法
華
」
等
と
な

っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
る
。

田
　
正
蔵
三
四
巻

一
四

一
頁

ａ

ω
　
正
蔵
三
三
巻
七
七

一
頁

ａ
～
ｂ

田
　
正
蔵
三
四
巻

一
二
五
頁
ｂ

田
　
正
蔵
三
四
巻

一
四
六
頁

ａ

『
十
二
閂
答
抄
』
管
几
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０
　
正
蔵
三
四
巻
二
五
七
頁

ａ

田
　
義
書
第
二
巻
八
頁

ω
　
義
書
第
二
巻
六

一
頁
。
な
お

「題
下
第
七
開
会
下
」
と
は

『名
目
見
聞
』
の
題
号
釈
二
巻
の
部
分

（＝
二
帖
抄
）
の
第
二
帖
の

「五

時
四
教
の
下
」
の
内
の

「五
時
の
事
」
の
第
七

「何
ゾ
外
前
八
教
中
二摂
「
第
五
時
↓
耶
」
（名
目
四
六
頁
、
題
号
他
五
三
頁
）
に
於
て

相
待

・
絶
待
に
関
説
し
て
い
る
の
を
指
す
。
ち
な
み
に

『
五
帖
抄
』
の
第
二
帖
の
大
部
分
は
開
会
の
議
論
で
あ
る
。

Ｄ
　
執
行
海
秀
著

『
日
蓮
宗
教
学
史
』

一
一
三
頁

０
　
古
宇
田
亮
宣
編

『
天
台
宗
論
義
三
百
題
』
所
収

（六
九
二
頁
）

０
　
法
全

一
五
頁

ω
　
拙
稿

「『本
門
弘
経
抄
』
考
―
自
宝
と
他
宝
―
」
翁
渡
邊
賓
陽
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
　
日
蓮
教
学
教
団
史
論
叢
』
平
成
十
五
年
、

平
楽
寺
書
店
）
三
六
七
頁
、
三
七
〇
頁

ω
　
管
見
で
は

『本
門
法
華
宗
問
要
』

一
帖
と

『当
家
問
要
』
三
帖
の
二
種
の
写
本
が
存
す
る
が
、
両
者
の
関
係
は
別
に
考
え
ね
ば
な

ら
ぬ
点
が
あ
り
、
稿
を
改
め
た
い
。

岡
　
一局
松
市
本
覚
寺
蔵

『本
門
法
華
宗
間
要
』
の
奥
書
に
は

本
云

右
ノ優
婆
提
舎
ハ尼
崎
本
興
寺
流
之
新
間
要
也

感
得
誠
二宿
福
深
厚
之
幸
也

明
応
九
年
卯
月
十
八
日
　
日
忠
在
判

と
あ
り
、
こ
の
奥
書
が
信
じ
ら
れ
る
と
す
る
と
京
都
妙
蓮
寺
日
忠
師
が
尼
崎
流
の
間
要
と
認
め
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
然
し
本
覚
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寺
本
の
書
写
は
江
戸
末
期
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
底
本
も
未
詳
の
故
に
更
に
考
察
す
べ
き
で
あ
る
。

団
　
法
全

一
五
三
頁

ω

　

『
五
帖
抄
』
第
五

（義
書
第
二
巻
二

一
一
頁
）

略
　
号
　
表

日
隆
聖
人
全
集

（再
刊
の
本
門
弘
経
抄
も
同
じ
）

日
隆
聖
人
御
聖
教

法
華
宗
全
書

（日
隆
Ｉ
の
み
既
刊
）

日
蓮
宗
宗
学
全
書

昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文

大
正
新
脩
大
蔵
経

″仏
Ｌ
工
碁不
羊
我
童
日

日
蓮
所
立
本
門
法
華
宗
五
時
四
教
名
目
見
聞

法
華
宗
名
目
見
問
題
号
釈
他
三
書

〈キ
ー
ワ
ー
ド
〉
　

日
隆
、
十
三
間
答
抄
、
隆
師
教
学
、
論
義
、
間
要

『
十
二
間
答
抄
』
管
几

題 名 義 正 定 宗 法 隆 隆
号
他 目 書 蔵 遺 全 全 教 全

―
―
平
成
１６
年
６
月
２５
日
稿
―
―
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